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概 要 

１．社会的課題と市民社会 
多種多様な社会的課題の発生 

         ↓ 

「政府の失敗」－迅速性の欠如、画一的な対応、 

巨額の財政赤字、行政機関の非効率性 

「市場の失敗」－一部の悪質企業、負の外部性、 

情報の非対称性 

   ↓ 

「市民セクター」による解決 

「市民セクター」を一つのドライバーとした「市場の進化」 

市民セクター：民間非営利セクター、ボランタリーセクター、サードセクター 

NPO、NGO、ボランティア組織、公益法人、任意団体など 

非営利：利益を上げてもいいが、社会的課題のために使用 

全国の NPO 法人団体数も毎年増大 

アメリカやイギリスの市民セクターと比較して、まだまだ小さい⇒成長余地がある。 

２．ソーシャルビジネスこそが新しい希望である 

ソーシャルビジネスとは、社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いて取

り組むものであり、①社会性、②事業性、③革新性、の 3 つの要件を満たすもの。 

社会志向型企業

事業型NPO

慈善型NPO

中間組織

一般企業

市場性（高い）

市場性（低い）

事業が社会
的課題に関
わる程度
（低い）

事業が社会
的課題に関
わる程度
（高い）

ソーシャルビジネス
CSR

ソーシャルビジネスの担い手

 

慈善型 NPO の問題－財源不足、非効率性 

市場の優位性－顧客に向かう競争原理、淘汰がもたらす社会の効率性 

人の｢頑張り｣－競争による緊張感とインセンティブ（金銭と社会的評価） 

⇒だからこそ、ソーシャルビジネス 

「市場の進化」とは、経済性、社会性、人間性の「TRADE-ON」 

海外での新しい潮流－ジェド・エマソン氏のＢＶＰ（Blended Value Proposition） 

－ビル・ドレイトン氏のＨＶＡＣ（Hybrid Value-added Chain） 

市民
セクター

政府
セクター

企業
セクター

(出所) 2008 年 9 月 2 日 一橋大学

大学院商学研究科 谷本寛治教授

の経済同友会講演資料より作成 
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３．ソーシャルビジネス育成に向けた７つの提言 

③ネット
ワーク 企業⑤協働

②環境整備

政府

ソーシャル
ビジネス

④人材

⑦資金

⑥高い志と
ガバナンス

① 新日本流ソーシャルビジネス発展イメージ

 

① 日本は、英国を参考とし、「民」主体でありながら、政府がバックアップする新日

本流で、ソーシャルビジネスを育成していくべきである。 

② 政府はソーシャルビジネスを育成するため、「新しい公共」宣言で提唱された方

向に沿った政策を早急に実行していくべきである。法人格・税制度・規制緩和 

③ 官民一体となってソーシャルビジネス推進イニシアティブの活動を進めていくべ

きである。 

④ ソーシャルビジネスに、能力のある人材が向かっていく環境が整備されなけれ

ばならない。 

⑤ 企業とソーシャルビジネスは、協働して社会的課題の解決にあたらなければなら

ない。 

⑥ ソーシャルビジネスの経営者は、強い気概と独立心を持って、ミッションとする社

会的課題の解決とともに事業の継続性を図らねばならない。さらに、社会から信

頼されるソーシャルビジネスになるためには、自らガバナンスを構築し、第三者評

価に耐えうるものにしなければならない。 

⑦ ソーシャルビジネスに資金を供給するため、ソーシャルファンドを育成するべき

である。 

４．経済同友会のソーシャルビジネス支援宣言 
・経済同友会会員自身によるソーシャルビジネス支援活動 

・経済同友会会員が経営する企業のＣＳＲ活動によるソーシャルビジネス支援 

・経済同友会のソーシャルビジネス支援のフィージビリティ・スタディ 

５．市民社会の曙光、未来に向かって 
・ソーシャルビジネスに携わる人の「幸せの実感」 

・無償労働から有償労働への変換。ソーシャルビジネスによる経済成長 

・進みつつある日本国民の意識の変化 
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第 一 部 

はじめに――政府・企業・市民各セクターの協働による新しい価値創造 

1991 年のバブル崩壊以降、日本経済は「失われた 10 年」といわれる停滞期と、

2002 年 2 月から 69 ヶ月に及ぶ「いざなみ景気」という大きなうねりを経験した。その間

グローバル化とＩＣＴ化の波が世界に浸透し、わが国も小泉政権の経済構造改革によ

り、グローバル経済、グローバル競争への適応をはかった。しかし小泉構造改革は中

途半端に終わり、その間のグローバル化の中で、人と人との信頼、地域社会やコミュニ

ティの存在といったこれまでの社会的な絆が弱まるとともに、これまで見られなかった

格差意識の拡大も顕在化した。 

このような背景の中で、100 年に一度とも言われた 2008 年秋の世界金融・経済危機

がおこり、市場主義のあり方が問われる時代となった。このように 21 世紀は資本主義

社会の大変革の時代であり、我々は資本主義社会における新たなる価値創造につい

て考えてゆかなければならない時代となっている。つまりポスト産業資本主義のあり方

を真剣に模索する時代に入ったと言えるのであろう。 

新たなる市場の価値創造につき経済同友会は常に経済性、人間性、社会性のバラ

ンスをとる必要性を強調してきた1。21 世紀は、市場の進化と高度化により、社会のニ

ーズに答える新たな価値創造が実現されなければならない。もちろんこれらの価値創

造は企業セクターが主体となって行うのであるが、この新たな価値創造における市場

の機能を補完するものとして、「ソーシャルビジネス」という市場の力を使った新しい形

の社会的企業を育成することを提言する。 

折りしもＧＮＰ（Gross National Product）に加えて、ＧＮＨ(Gross National Happiness)

という尺度の必要性も論じられるようになった。つまり単に経済成長のみならず、国民

の感じる幸福度（Well-being）が問題となっているのである。これこそまさに価値創造の

テーマそのものでもある。政府の失敗、市場の失敗を乗り越えて、これを実現するため

                                                   
1 我々は、市場機能のさらなる強化とともに、市場そのものを「経済性」のみならず「社会性」「人間性」を含めて評価

する市場へと進化させるよう、企業として努力する必要がある。市場は、価格形成機能を媒介として資源配分を効

率的に進めるメカニズムを備えているが、社会の変化に伴い市場参加者が「経済性」に加えて「社会性」「人間性」

を重視する価値観を体現するようになれば、それを反映して市場の機能もより磨きのかかったものとなるダイナミズ

ムを内包している。いわば市場は社会の変化と表裏一体となって進化するものである。 

 事実、今日の社会は「経済性」に限らず多様な価値尺度で企業を評価するようになっている。例えば、環境への

配慮や様々な社会的課題の解決に取り組む企業を選別するグリーン／ソーシャル・コンシューマリズムや企業評価

基準に社会性指標も組込んだ「社会的責任投資」といった新しい投資ファンドなどは、そうした先駆け的な動きであ

る。こうした動きがさらに一般的になれば、広い意味で経済的評価と社会的評価が市場の評価として総合化されて

いくと考えられる。 

 我々にとって重要なのは、こうした市場の進化に向けて積極的にイニシアティブを発揮していくことであり、それに

よって社会の期待と企業の目的とが市場のダイナミズムを通じて自律的な調和が図られるようになることである。これ

こそが、我々の目指す「市場主義」の真の姿である。（2000 年 12 月 経済同友会『21 世紀宣言』） 
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に、21 世紀の経済社会は、政府セクター、企業セクターに加えて、市民が主体的に行

動する市民セクターの役割が重要となるであろう。政府、企業、市民の 3 つのセクター

が協働し合い、価値創造することにより、社会の問題を解決してゆく必要がある。 

何故市場かについて考えたい。我々は過去 30 年間ほどの時代の変遷を経て、３つ

の社会体制からの脱却が必要なことを認識した。ひとつは、ベルリンの壁崩壊を通して

学んだ「脱社会主義」、つまり社会主義やマルクス主義からの脱却であり、ふたつ目は、

アングロサクソン型資本主義とライン型資本主義2の戦いの帰趨をみての、「脱福祉国

家主義」、つまり大きな政府、伝統的福祉国家論からの脱却である。最後にリーマンシ

ョックを経て学んだ「脱新自由主義」、つまり経済的価値や短期的利益のみを追求す

るようになった、所謂市場原理主義からの脱却である。これらの意味することは、新し

い資本主義、新しい市場主義であり、あくまで市場を中心とした健全な経済社会が作

られなければならないと言う事を意味している。 

わが国でも 1995 年の阪神淡路大震災以降、ボランティア運動やＮＰＯ・社会的企業

が数多く台頭してきた。その流れの中に、民が中心となり、市場の力を使った社会性と

事業性、そして自立性を同時に追求する新しいモデルが登場してきている。これは米

国、英国、大陸ヨーロッパを包含する世界的な流れでもある。 

我々はこの流れを健全に育て、21 世紀型日本の市民社会を、市場の力を使って育

ててゆく事をここに提言したい。その背景、歴史、グローバルな動向、問題点、将来へ

の展望を踏まえ、ここに 7 つの提言としてまとめた。今後の議論のたたき台としていた

だければ幸いである。 

                                                   
2 アングロサクソン型資本主義とは、アメリカ文化を背景とし、何事も利益追求のチャンスとする果敢さ、ゼロから無

限をめざすようなサクセスストーリーで、人々の意識を競争へ競争へと駆り立てる魅力がある。反面、近視眼的であ

り、他人におかまいなく投機的でもある。ライン型資本主義は、ヨーロッパ文化を背景とし、連帯を大切にする集団

的な特色があり、視点は長期的で、人間や文化にも一定の場所を与えている。 
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１．社会的課題と市民社会 

（１）社会的課題の現状認識 

わが国の社会環境が、近年急速に変化してきていることは、多く指摘されていると

ころである。具体的には、急速な少子化・高齢化の進行や、労働・雇用市場の抜本

的な変化、グローバリゼーションの進展、ＩＣＴを中心とした科学技術の急速な発展

などが挙げられる。そのような環境変化の中で、様々な社会的課題が指摘されてい

る。 

日本は、戦後の急速な経済発展の結果、十分な物質的豊かさを手に入れたはず

であった。モノが売れない、需要は飽和したとも言われる。その一方で、人々の心の

面では、自殺者数は 1998 年以来 3 万人を超え3、人口 1 万人当たりでもアメリカの 2

倍近く、イギリスの 3 倍を超える人数となっている4。児童虐待やＤＶ（ドメスティックバ

イオレンス）も増加の一途である。このほかにも、パワハラやセクハラ、モンスターペ

アレントやモンスターペイシェントという言葉も使われるようになった。子供の不登校

やいじめ、老人の孤独死も問題となっている。 

モノの充足の反面、公共分野を中心としたサービス分野では、保育園の待機児

童の問題や産科医を始めとした医師不足、医療過誤など、また食の安全安心、食

品偽装、悪徳商法などに対する消費者保護も問題となっている。また人々の考え方

も変化し、景観保全や環境権という考え方もでてきた。人の心を満たす、芸術・文化

やスポーツの支援も必要である。科学技術の発展の裏では、生命倫理や遺伝子組

み換えなどが問題となっている。また地球のサスティナビリティという面から、環境問

題、ＣＯ２削減、自然エネルギー開発なども重要な課題である。 

近年の経済成長の停滞により、物質的豊かさの恩恵に預かれない人々も増えて

きている。失業者の削減が重要な課題であることは言うまでもないが、職に就いてい

たとしても、ワーキングプア、名ばかり管理職や過労死などが問題になっている。日

本経済の先行きにも明るい見通しがつかない中、貧困ビジネスが横行し、ネットカフ

ェ難民、ホームレス、多重債務者、ニートや引きこもりなども大きな問題となっている。

さらには移民問題のほか、海外にも目を向ければ、発展途上国の環境問題や児童

労働問題、それを支援するためのフェアトレードなども活発化しつつある。 

これら多様な社会的課題を内包する日本社会において、近年様々な格差も問題

とされている。所得や資産の格差から、正規・非正規格差、世代間格差、結婚格差、

                                                   
3 警察庁 HP 2010 年 5 月警察庁生活安全局生活安全企画課『平成 21 年中における自殺の概要資料』 
4 OECD 東京センターＨＰ 主要統計－自殺者数 
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医療格差、都市と地方格差などである。また身体障害者や精神障害者、HIV 感染

者などへの差別も決してなくなった訳ではない。 

さらには、今現在、何不自由なく生活している人でも、年金問題や体感治安など、

将来や老後に対する漠とした不安を感じている。 

縷々社会的課題を挙げてきたが、もちろんこれらは一例に過ぎず、総ての人が安

心して幸福に生活していくため、社会全体として取り組むべき課題は、多種多様に

限りなく存在しているし、これからも新しい課題が発生してくるであろう。 
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（備考） 1. 内閣府「配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等につい

て」、厚生労働省「患者調査」、警察庁「平成 19 年中における自殺の概要資料」（2008 年）、厚生労働

省「社会福祉行政業務報告」（福祉行政報告例）により作成。 

2. 配偶者からの暴力が関係する相談件数等については年度、自殺者数、児童相談所における児童虐

待相談の対応件数、気分障害の推計患者数は年で集計。 

3. 数値は、2002 年の各項目の数値を 100 として指数化したもの。 
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（２）課題解決の方向性 

これらの社会的課題の特徴は、多種多様であるということであろう。そのため、国

の規制のある分野では多くの人が問題を認識し、その解決のために尽力しても議会

の議決や役所内の手続きを待っていては、実際に行動するまでに時間がかかり、対

応が後手にまわってしまう事となる。また法令に基づき不公平にならないように対応

する行政では、どうしても画一的な対応にならざるを得ず、関係者全員が満足する

解決は不可能である。逆に言えば、これまでの行政のやり方では解決不可能である

からこそ、問題が噴出してきているとも言える。これらは「政府の失敗」とも言える。 

さらには、国も地方も巨額の財政赤字を抱えており、大きな財政支出を期待する

ことはできない。それどころか、巨額の財政赤字自体が、国民の将来不安の根幹で

あって、バラマキ的な財政支出は逆効果とも言えるであろう。その背後には、国民の

政治に対する信頼の失墜や、昨年の事業仕分けでも明らかにされた、行政機関の

非効率性の問題がある。国民は、今のままの効率の悪い政府の肥大化を決して望

んではいない。 

また当然ながら、これらの問題について民間企業だけで解決することも不可能で

ある。残念なことではあるが、社会的課題の中には、社会の信頼を裏切り、事業の継

続性を無視して一時的な利益のみを追求する、一部の悪質な企業活動に起因する

ものも存在する。また、公害や CO2 排出削減などの環境問題における負の外部性

に起因する問題や、消費者問題などの情報の非対称性に起因する問題もあり、古く

から「市場の失敗」とされている。 

だからといって、政府が、一部の悪質な企業のために、大多数の善良な企業も含

めて網羅的に規制をかけることは、政府部内においても企業内でもコストを発生させ、

最終的には多大な消費者負担を発生させる。さらには、規制によって企業のイノベ

ーションを阻害することは、生活の豊かさを創造する根本をも破壊することになる。

政府による規制は、費用対効果やその社会的な影響を勘案し、必要最小限に止め

なければならない。 

政府でも、企業でも、解決が困難であれば、一体、誰がこの問題に立ち向かうの

か。経済同友会では、かねてより「市場の進化」を提唱してきた。この「市場の進化」

の一つのドライバーとして、「市民セクター」の発展の必要性について、言及したい。 
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（３）市民セクターについて 

「市民セクター」とは、NPO や NGO、ボランティア組織などを含め、民間非営利セ

クターのことである。地方も含めた政府、行政である「官」が公的セクター、「民」のう

ち、営利を追求する民間企業に対して、「サードセクター」「第三セクター」「非営利セ

クター」「ボランタリーセクター」とも言う。「NPO セクター」とも言うが、本提言では NPO

法（特定非営利活動促進法）で認証された特定非営利活動法人だけに限らず、広く

公益法人認定法による公益社団法人と公益財団法人、法人格のない任意団体など

も含め、広く社会的課題の解決を目的とした民間非営利組織のことである。 

しかし、ここで言う「非営利」とは、一切利益を上げてはいけないという意味ではな

い。事業活動によって上がった利益を、出資者など資金の提供者に分配するので

なく、社会的課題の解決のために使う事を主目的にするという意味合いである。 

市民
セクター

政府
セクター

企業
セクター

 

 

日本の市民セクターの歴史を概観すれば、阪神・淡路大震災が一つの大きな転

機となった。日本では、古来、地縁などによる相互扶助の精神は根付いていたが、

欧米と比べ若者のボランティア活動は盛んではないと言われていた。それが、阪神・

淡路大震災の悲惨な状況に、多くの若者がボランティア活動に立ち上がった。これ

を契機に、NPO 法（特定非営利活動促進法）が制定され、今日まで、年を追うごとに

認証法人の数が増えてきている。 
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（出所）2007 年 11 月 30 日 大阪大学 山内直人教授の経済同友会講演資料 
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（出所） 内閣府 NPO ホームページより事務局作成 

 

日本でも、市民セクターが着実に育ってきていると言える。しかし、先ほど列挙し

た社会的課題の解決に十分であるとは、決して言うことはできない。この流れに任せ

ておけば、社会的課題は解決に導かれるのだろうか。 
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（４）海外の市民セクターとの比較 

日本国内において、経年的に認証 NPO 法人の数が増えてきているのは確かであ

るが、市民セクターの規模は、日本の人口や経済規模を考えた場合、他の先進国と

比較して、まだまだ小さいと言わざるを得ない。 
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（％） 海外との比較

市民セクター産出

規模のＧＤＰ比

市民セクターの雇

用割合

 
（ 出所） Lester M.Salamon,S.Wojciech Sokolowski,and Associates 『 Global Civil Society:Dimensions of the 

Nonprofit Sector,Volume Two』 Kumarian Press,Inc 2004 より事務局作成 

 

日本の市民セクターがまだまだ小さいということは、悲観的な意味ではない。逆に

これから、大きく成長する余地が十分にあるということである。たとえば、イギリスでは、

1997 年に誕生したブレア首相の元、市民セクターが、行政とのパートナーシップに

より大きく発展を遂げている。1995 年には、ジェネラルチャリティといわれる団体数で

121,000 団体、雇用者数で 478 千人であったが、2004 年には、169,249 団体、雇用

者数で 608 千人まで躍進している5。 

                                                   
5 NCVO（National Council for Voluntary Organisations） 『The UK Voluntary Sector Almanac 2006』 
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（５）日本の市民セクターが成長していない原因 

我々経済同友会も、2008 年米国、2009 年欧州にミッションを派遣し、各地の現状

を実際に確認し、NPO や社会的企業、中間支援団体、政府の担当部局の幹部から

ヒアリングを行った。 

その結果、私たち企業経営者が感じる日本の市民セクターを発展させていくポイ

ントは、次の７つであろう。 

・「民」主導による市民セクターの育成と政府のバックアップ 

・法制度、税制、規制などの環境 

・支援組織やネットワーク 

・人材育成と雇用 

・企業の成熟度 

・市民セクター自身の考え方 

・金融支援体制 

これらのポイントは市民セクター全般に当てはまるが、限られた政策資源を有効に

活用するには、選択と集中や効率性と効果性を欠かすことはできない。そういう意味

で、市民セクターの中でも、近年新しく台頭してきたソーシャルビジネスにこそ、これ

からの成長の芽があり、効率的で持続的に社会を変革していく力があると考える。ソ

ーシャルビジネスを核として、市民セクターを育成していくべきである。 
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２．ソーシャルビジネスこそが新しい希望である 

（１）ソーシャルビジネスとは何か 

ソーシャルビジネスとは、社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いて

取り組むものであり、①社会性、②事業性、③革新性、の３つ要件を満たすものであ

る6。①社会性とは、現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動の

ミッションとすること。②事業性とは、①のミッションをビジネスモデルとしてビジネスの

形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。③革新性とは、新しい社会的商品・

サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用したりすること。また、

その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出することである。 

社会志向型企業

事業型NPO

慈善型NPO

中間組織

一般企業

市場性（高い）

市場性（低い）

事業が社会
的課題に関

わる程度
（低い）

事業が社会
的課題に関

わる程度
（高い）

ソーシャルビジネス
CSR

ソーシャルビジネスの担い手

 

(出所) 2008 年 9 月 2 日 一橋大学大学院商学研究科 谷本寛治教授の経済同友会講演資料より作成 

 

ソーシャルビジネスの組織形態は、株式会社、NPO 法人などを問わない。分類す

ると、事業型 NPO（ルーム・トゥ・リード7、フローレンス8など）、社会志向型企業（ケア

プロ9、アットマークラーニング10、スワン11、ビッグイシュー12、フェアトレードカンパニー

                                                   
6 本提言のソーシャルビジネスの定義は、経済産業省 2008 年 4 月『ソーシャルビジネス研究会 報告書』による。 
7 ルーム・トゥ・リードは、1999 年アメリカで設立され、開発途上国の子供達に、学校や図書館、奨学金など教育の

機会を提供している。企業側にもメリットのある提携で、資金を調達している。 
8 病児保育事業をコアとし、ワークライフバランスや子育て支援のコンサルタントも行っている。 
9 忙しい現代人の健康管理サポートとして、「ワンコイン健診」を事業展開している。 
10 川崎特区アットマーク明蓬館高等学校、白山市美川特区アットマーク国際高等学校の経営を核として、日本で

唯一「在宅学習という２１世紀型の学習形態を促進する専業ＥＳＰ（エデュケーション・サービス・プロバイダー）」を展

開。 
11 知的、精神、身体障害者を雇用し、パン製造及び喫茶店経営。 
12 雑誌販売という仕事提供を通じてホームレスの自立支援を行っている。 
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13など）、ソーシャルファンド（パブリックリソースセンター14、SEEDCap Japan15、コモン

ズ投信16など）の３つに分ける事ができる。 

従来より、地域の社会的課題を解決しようとするものとしてコミュニティビジネスが

ある。ソーシャルビジネスと重なる部分も多いが、ソーシャルビジネスは地域に限定

されない他、事業性、革新性が必要となる。従って事業性、革新性をもったコミュニ

ティビジネスはソーシャルビジネスといえる。 

①社会性 ①社会性

②事業性

③革新性

ＳＢ
主な事業対象領域が

国内海外を問わない

ＣＢ

ＣＢ
主は事業対象領域

が国内地域

ＳＢボランティア、
地域コミュニティ活動等

主な事業対象領域
が国内地域

主な事業対象領域が
国内海外を問わない

 

(出所) 経済産業省 2008 年 4 月『ソーシャルビジネス研究会 報告書』 

（２）なぜソーシャルビジネスなのか 

伝統的な慈善型 NPO の場合、運営資金は多く行政からの補助金や委託料に依

存している。従って急拡大させようとしても、まずは財源の不足がネックとなる。個人

からの寄付金で運営している場合であっても、最小限のコストで最大の価値を提供

するという組織の効率性を、期待する事はむずかしい。なぜならば、社会性という価

値は、一律に数値化することが困難であり、外部からのチェックは困難なことが多い。

また、多くの場合、規制によって公共サービスの提供者には独占的な地位が与えら

れている。慈善というサービスの受益者と、寄付者という費用負担者が別であれば、

市場競争は働かない。これは慈善型 NPO の経営者や構成員が怠惰であったり、悪

意があるということを意味しない。企業においても、絶えざる組織革新がなければ、

                                                   
13 発展途上国の製品を、適正な価格で販売することで、経済的自立と社会的立場向上を支援。 
14 民間非営利の実践型シンクタンクであるが、オンライン寄付サイトの運営を通じて、ファンドレイズ支援も実施。 
15 社会起業家育成支援プログラム。ファンドの年間運用益から生じる成功報酬額の 10％を社会貢献にあて、日本

の市民活動を支援するという日本初の取り組み。趣旨に賛同しファンドに出資する日本の機関投資家が経済的なリ

ターン（投資収益）を得ると同時に、本プログラムが支援する社会起業家を通して、日本の社会に社会的なリターン

（社会的課題の解決）を生み出すことを狙いとしている。 
16 30 年投資によって、短期的利益より次世代に向けた超長期投資を実践。 
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内部組織が肥大化し、効率性を蝕んでいくことはよく知られている。 

市場には、常に顧客満足を追求して競争し、その競争に負けた者は淘汰されて

いくという仕組みが内包されている。この競争環境こそが、組織に絶えざるイノベー

ションをもたらしている。これは、非常に厳しく苦しいことであり、この「官」にはない、

顧客に向かう競争原理こそが、社会の幸福を増大させ、経済を成長させているので

ある。同時に、目標達成に向けて非効率な組織が淘汰されていき、優秀な組織のみ

が生き残る。このことによって、社会全体の効率性が向上していく。この市場の中で

活動するが故にソーシャルビジネスの優位性が存在する。この意味で、この市場で

勝ち残っていくためには、社会性、事業性のほかに、革新性が欠かせないのであ

る。 

組織間の競争は、組織内部にも緊張感を生み出し、従事する人々の意欲を増進

させる。決して金銭面だけでなく、社会的評価も含めたリターンがインセンティブとな

り、人の頑張りを生むのである。 

（３）市場の進化 

あらためて経済同友会が『21 世紀宣言』で提唱した「市場の進化」について考え

てみたい。効率性の点で市場に優るものはない。しかし、「進化した市場」とは、この

経済性に、社会性、人間性が加わり、バランスされ、その結果 3 つの価値がトレード

オンされた市場のあり方を意味している。 

   ●市場における経済合理性      ・・・経済性 
 
 
   ●共同体としての価値観、調和、共生 ・・・社会性、人間性 

「TRADE－ON」：単純に白黒をつけたり、一方の極論に偏した二者択一的

「TRADE－OFF」ではなく、一見対立するように見え

る考え方や政策を組み合わせたり、バランスさせたりす

ること。 
（2000 年 4 月 26 日 小林陽太郎 代表幹事所見より） 

経済合理性と社会性、人間性の間には、通常「TRADE－OFF」関係が存在する。

さまざまな価値の間のバランスをとるためには、イノベーションを通して「TRADE－

ON」させることが必要である。 

この「市場の進化」に伴い、企業とソーシャルビジネスが近づいてくると言える。 
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（４）海外での新しい潮流 

■ ジェド・エマソン氏のＢＶＰ（Blended Value Proposition）の考え方 

「市場の進化」については、決して日本独自の、経済同友会独自の考え方ではな

い。元ハーバードケネディスクール教授 ジェド・エマソン（Jed Emerson）氏は、ＢＶＰ

（Blended Value Proposition）という考え方を提唱している。 

すべての組織は、フォープロフィットであろうが、ノンプロフィットであろうが、経済

的、社会的、環境的価値からなる、Blended Value を追求するというのが、ＢＶＰの考

え方である。投資家はこれら 3 つの価値を考えて投資をする、ＢＶＰは新しい価値創

造のコンセプトである。これは CSR で言えば、トリプルボトムライン17に相当する考え

方である。 

これらの考え方は、経済同友会が 2003 年に発表した第 15 回企業白書で提起し

た内容に近いのではないか。つまり企業は、経済的価値、人間的価値、社会的価

値のバランス、調和により、企業価値を創造する。そして市場はそれを評価する次

元に進化しなければならないとする考え方である。 

西洋的二元論的世界観

Jed Emerson氏の企業のハイブリッド性についての考え方

伝統的
企業

伝統的
NPO

目的：社会的価値の創造 目的：経済的価値の創造

事業型
NPO

社会的
企業

社会的
責任企業

ＣＳＲ
実践企業

ソーシャルビジネス

持続性均衡点 経済的持続性社会的持続性

 
 

上記のジェド・エマソン氏の考え方に対して、日本は伝統的に経済的持続性と社

会的持続性を同時に考えていたという意見もある。確かに江戸時代の商人は既に

                                                   
17 企業を、経済面だけでなく、環境面、社会面の３つの側面から評価する考え方。 
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そのような思想を持っていたし、戦後の日本の経営者もそのような価値観で企業を

経営してきたのは事実であろう。それを図解してみると以下のようになるのではない

かと考える。つまり、時代の変化と市場の進化の中で、両者の思想が近づいてきて

いると言えるのかもしれない。しかしこの事は、学問的に実証する必要がある。 

東洋的禅的世界観

日本企業の伝統的考え方

ボランティア
NPO・NGO

社会福祉法人
公益法人

目的：社会的価値の創造

非市場

目的：経済的・社会的価値の創造

市場

経済的持続性
＋

社会的持続性
社会的持続性

企業

 

 

■ ビル・ドレイトン氏のＨＶＡＣ（Hybrid Value-added Chain）の考え方 

社会起業家の父と呼ばれ、アショカ財団の創設者であるビル・ドレイトン18氏は、Ｈ

ＶＡＣストラテジーを提唱している。まずアショカ財団（Ashoka Innovators for the 

Public）の基本的考え方として、ステージ①：世界中にアショカフェローを支援、養成

し、ソーシャ ルアントレプレナーによる社会問題の解決をはかる。現在世界 60 カ国

以上で、2000 人のフェローが活躍している。次にステージ②：“everyone a change 

maker” アショカフェローだけでなく、すべての人が、チェンジメーカーとなり得ると

して、ビジネスと市民社会の融合をめざしている。それがビル・ドレイトンの言う 

Business/social “hybrid value-added chain” (HVAC) の考え方である。 

ＨＶＡＣストラテジーとはアショカのような社会起業支援団体が核となり、社会的企

業とか市民グループをビジネスサイドの一般企業や金融機関と組み合わせ、社会

的課題の解決をはかると共に、ビジネスの要請にも応えてゆくことをめざした

                                                   
18 1943 年ニューヨーク生まれ。カーター政権で 1977～1981 年環境保護庁（EPA）副長官を務め、「排出権取引」を

考案する。1980 年アショカを立ち上げた。「social entrepreneurship（社会起業）」という呼称の生みの親。 
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Social/Business 融合のハイブリッドモデルである。これはグラミン銀行のムハマド・ユ

ヌス19氏も採用している手法である。 

HVAC ストラテジーの事例として、メキシコの小さな農家とラテンアメリカの大きな

機械ポンプメーカーを結びつけた実例を挙げておこう。メキシコの小さな農家は灌

漑設備にアクセスしていなかったし、大企業はこうした小農家をマーケットとすること

もなかった。コストが大きく、企業は農民を信用していなかった。アショカは市民グル

ープと組み、このギャップを埋める方法を考えた。有能な市民グループがこうした小

農家に廉価なコストで灌漑設備のサービスを提供するシステムを考案した。この市

民グループが小農家と大企業を結びつける役割を果たした（信用含めて）。そしてこ

れは農家により多くの所得と水、よい環境を提供し、また企業はＢＯＰといわれる市

場にアクセスすることができたのである。  

これらは「責任ある市場経済20」ということもできる。 

 

                                                   
19 1940 年バングラデシュ生まれ。アメリカ留学後帰国し、1976 年貧しい農村女性対象に無担保小口貸付を始める。

1983 年グラミン銀行を創設し、国内に幅広く展開。マイクロクレジット創始者。2006 年ノーベル平和賞受賞。 
20 Responsible Market Economy：2003 年 6 月のエビアン・サミットでは、「企業の社会的責任（CSR） 」への関心の

高まりを受け、「成長の促進と責任ある市場経済の増進（Fostering Growth and Promoting a Responsible Market 

Economy）」と題するG8 宣言が採択されている。市場経済が十分に機能するためには信頼が重要であり、企業の健

全性、市場規律の強化、情報公開と透明性、効果的な規制、企業の社会的責任が、経済成長の基礎となる共通原

則であるとする考え方である。 



- 16 - 

３．ソーシャルビジネス育成に向けた７つの提言 

これまで述べてきたように、「市場の進化」の考え方のもと、市民セクターを牽引して

いく主役として、ソーシャルビジネスを育成していくため、企業経営者からの７つの提

言を行いたい。 

 

③ネット
ワーク 企業⑤協働

②環境整備

政府

ソーシャル
ビジネス

④人材

⑦資金

⑥高い志と
ガバナンス

① 新日本流ソーシャルビジネス発展イメージ

 

 

（１）新日本流ソーシャルビジネス発展のイメージ 

提言：日本は、英国を参考とし、「民」主体でありながら、政府がバックアップする新

日本流で、ソーシャルビジネスを育成していくべきである。 

我々経済同友会で、2008 年米国、2009 年欧州にミッションを派遣し、ヒアリングを

行った。各国の市民セクターのイメージについて誤解を恐れずに際立った特徴を概

括すると次の通りである。 
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米国・英国・大陸ヨーロッパの市民セクターの比較 

 米国型 英国型 大陸ヨーロッパ型 

イメージ ベンチャー精神 市民社会 福祉社会 

活動スケール グローバル ローカル ローカル 

活動タイプ 社会的企業 コミュニティビジネ

ス 

コミュニティビジネ

ス、協働組合 

主なミッション 貧困 ソーシャルインク

ルージョン 

ソーシャルインク

ルージョン 

ビジネスモデル 強い 

ＩＴ技術活用 

弱い 

政府の強いバック

アップ 

弱い 

政府が中心 

協働組合 

収入 寄付金 

民間事業収入 

寄付金 

委託事業収入 

寄付金 

委託事業収入 

組織のガバナンス 強い 強い 強い 

民間企業との人材

交流 

流動的 固定的 固定的 

行政との人材交流 流動的 流動的 流動的 

 

ソーシャルビジネスという点では、強い企業家精神を持った人材を輩出し、革新

的なサービスと社会的インパクトを生み出している米国が圧倒的に進んでいる。しか

しながら、それはベンチャーを尊び、支援する層の厚い米国であるからこそ可能なこ

とであり、現在の日本の社会風土では、育てることは難しいかもしれない。 

日本の市民セクターの現状は、英国や大陸ヨーロッパ型にどちらかというと近いの

ではないか。今後は、ソーシャルビジネスが地域に根差し、政府の強力なバックアッ

プのもと活躍する英国型を参考にして育成していくことが、日本社会では一番親和

的であろうと考える。ブレア政権が、急成長させた公共事業の委託化やコンパクト、

フルコストリカバリーなどの政策も大いに参考になる。 

しかし注意すべきは、決して行政に依存し、意のままに動く下請業者となってはな

らないということである。ソーシャルビジネスの優位性は、その事業性・革新性にある。

行政とは対等なパートナーシップを維持しなければならない。英国を参考としながら

も、米国流のイノベーションを忘れないソーシャルビジネスを目指していくべきであ

る。 
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（２）ソーシャルビジネス発展の環境整備 

提言：政府はソーシャルビジネスを育成するため、「新しい公共」宣言で提唱された

方向に沿った政策を早急に実行していくべきである。 

鳩山前首相は、第１７３回国会所信表明演説において、「新しい公共」という概念

を提唱し、本年１月より「新しい公共」円卓会議を発足させた。そして、本年６月４日

に、「新しい公共」宣言を発表している。これは、私たちが提唱している市民セクター

の発展と同じ方向性と言っていいであろう。この「新しい公共」円卓会議において、

幾つかの制度面での検討がされている。 

■ ソーシャルビジネスの新しい法人格の設定 

まず「新しい公共」円卓会議において検討された「社会事業法人制度21」では、非

配当を前提に株式を発行できるところが、従来の NPO 法人（特定非営利活動法人）、

公益社団・財団法人制度との一番の違いである。ソーシャルビジネスの立ち上げや、

事業の継続性において、資本が重要であることは言うまでもない。既に同様の法人

格が、英国では CIC22（Community Interest Company）、米国では L3C23（Low-profit 

Limited Liability Company）として制度化されている。欧米のスタンダードに合わせ、

市場を活用しながらも、社会性を認知した法人格について、早急に法制化を進めて

いくべきである。ただ、経済同友会としては、配当や資産の分配についても、一定の

制限を設定した上で、それらを認める方向が望ましいと考える。 

0.2 

16.3 

0.0 

0.4 

1.7 

6.8 

10.6 

20.5 

46.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 

無回答

その他

LLC（有限責任会社（合同会社））

LLP（有限責任事業組合）

ワーカーズコレクティブ

組合

個人事業主

営利法人（株式会社、有限会社）

特定非営利活動法人（NPO）

（％）

ソーシャルビジネスの組織形態

 
（出所） 経済産業省ソーシャルビジネスネット：事業者アンケート（2008 年） 

 
                                                   
21 「社会事業法人制度」については、内閣府 HP-新しい公共円卓会議-第 7 回会議資料による。 
22 コミュニティ利益会社。2005 年 CIC 規則等を根拠法令として創設。2009 年約 3000 社。 
23 ソーシャルビジネスへの投資促進のため設けられた、LLC（有限責任会社）に準じた法人格。2008 年 4
月アメリカ、バーモント州で法制化されたことをきっかけに徐々に広まっている。 
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このほかにも法人格の問題については、公益法人等の公益認定プロセスの迅速

化が提唱されている。また、政府の地域主権戦略会議においては、NPO 法人の設

立認証の権限移管が検討されている24。これらも早急に進めていくべきであろう。 

■ 税制度の改定 

さらに、税制の問題がある。日本の市民セクターの規模が小さい要因は、英米の

ような寄付文化が根付いていないことにも問題がある。これを変えていくためには、

寄付税制の見直しが不可欠である。税制調査会『市民公益税制 PT 中間報告書』25

では、寄付金の一定割合まで、所得税の所得控除と税額控除の選択制が提案され

ている。財政赤字の問題がある中、上限割合26については議論のあるところであろう

が、まずは早急な導入を求めたい。また、これは寄付文化の醸成も目的である以上、

多くの人に幅広く参加してもらうためにも、「寄付金控除に関する年末調整の対象

化」は大前提となるであろう。 

1,476

10,285

224,669

4,532 591

12,980

0.120 

0.515 

1.870 

0.000 
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50,000

100,000
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200,000

250,000

日本
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イギリス
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アメリカ

（2004）

年
間
寄
付
総
額
（億
円
）

寄付の経済規模の比較

法人

個人

合計のＧＤＰ比％

右目盛り

 
（出所） 山内直人・田中敬文・河井孝仁編『NPO 白書 2007』大阪大学大学院国際公共政策研究科 NPO 情

報センターより事務局作成 

                                                   
24 2010 年 4 月 1 日 日本経済新聞 
25 内閣府 HP-税制調査会による。 
26 鳩山前首相は寄付額の 50%前後の控除を検討する考えを示していた。（2010 年 4 月 26 日 産経新聞） 
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NPO 法人が寄付金の控除が認められるには、国税庁の認定が必要である。この

認定 NPO 法人は、6 月 1 日現在で未だ 146 法人27しか存在しない。認定要件の一

つであるパブリックサポートテスト28（ＰＳＴ）についても、公益法人との整合性をとりな

がら、社会的課題を誠実に解決しようとしている NPO 法人に対して、基準の見直し

を早急にすすめるべきである。 

■ 規制緩和 

さらに、忘れてならないのは、政府による規制緩和であろう。ソーシャルビジネスが、

革新的な事業を立ち上げようとするときに、多くの場合障害となっている。確かに総

ての規制が不要とは言わないが、規制は必要最小限に止め、市場競争の中で淘汰

を促すべきである。本来は、消費者を保護するための規制が、既得権者の保護につ

ながり、市場競争を阻害している。介護タクシーの問題29など、代表例であろう。 

 

（３）ソーシャルビジネスの支援組織とネットワーク 

提言：官民一体となってソーシャルビジネス推進イニシアティブ等の活動を進めてい

くべきである。 

ソーシャルビジネスの実際の経営においては、様々な実務上の問題が発生する。

同じ困難に直面するソーシャルビジネス同士が連携することによって、解決する問

                                                   
27 国税庁 HP による。 
28 経常収入に占める寄付金等の割合が 5 分の 1 以上であること。 
29 障害者や要介護者らを車で送迎し、通院や買い物などを支援する特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）などの活

動が困難になる例が各地で起きている。国土交通省に登録されれば、タクシーのように運賃を取って人を運ぶこと

が例外的に認められているが、ＮＰＯ側は「地方ごとに定められるルールが厳しすぎる」と指摘。交通弱者の足を守

るため、国交省に改善を求めている。 

 障害者らを送迎する活動は１９８０年ごろから各地で始まった。当初は法的位置付けがあいまいだったが、運賃負

担の重いタクシーでは需要に応えきれず、介護などの専門家のサポートが必要との考えから、２００４年の国交省通

達で例外的に容認。０６年には改正道路運送法で、白ナンバー車で例外的に有償運送できる自家用自動車登録

制が適用され、正式に認められた。 全国で０９年に約１万４０００台が登録されているが、活動するＮＰＯ法人など

は２３２７団体で、２年前と横ばい。むしろ石川県では１６減、東京都では１２減となるなど１８都府県では減っている。 

 障害者団体などは「高齢化の進展などで需要は増えている」と口をそろえるが、法的な位置付けを得たことで、か

えって活動しにくくなる事態が起こっている。背景にあるのが、同省令に基づき地域ごとに設置され、自治体やタク

シー会社などが参加する「運営協議会」だ。安い運賃で送迎するとタクシー利用者が減る恐れがあるため、活動内

容や２年に１度の登録更新には協議会の合意が必要。協議会では乗員の年齢、車両の車検頻度などについて独

自の“地元ルール”を守らせることもできる。あるＮＰＯ法人は「我々から見ると、理不尽なルールもある」とこぼす。 

 福島県いわき市のＮＰＯ法人は昨年、登録更新に協議会が反対したため運賃を取って送迎できなくなり、ガソリン

代程度の実費だけを受け取る実質無償に切り替えた。担当者は「赤字で苦しいのだが」と唇をかむ。富山県射水市

のＮＰＯ法人は、車いす用福祉車両で知的障害者を送迎するよう協議会で求められ「福祉車両は３台あるが車いす

利用者はいない。維持費も高く、普通車を使いたい」と困惑する。 

 これに対し、タクシー側は「ＮＰＯへの規制はタクシーより緩い上、安全上必要。活動しやすく変えるという意見は

おかしい」（全国乗用自動車連合会）と反論する。国交省は交通弱者に配慮した交通基本法制定の検討を始めた

ものの、同省自動車交通局は「すぐに見直すことは考えていない」としており、改善には時間がかかりそうだ。（2010

年 2 月 26 日 日本経済新聞） 
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題もある。また、連携することにより、未だ低い社会的認知を向上させていくことにも

容易になる。そもそも社会的課題は、ソーシャルビジネスだけで取り組む問題でなく、

関係者全員で共有し、解決していく「場」が必要である。 

そのような観点から、ソーシャルビジネスを支援する、中間支援組織の育成・拡充

も必要である。例えば英国では、ソーシャルビジネスを支援する多数の中間支援組

織が存在するが、その全体を総括するソーシャルエンタープライズコアリション30

（Social Enterprise Coalition）は、メンバー支援 64 団体、１万社以上のソーシャルビ

ジネスのネットワークを有している。また、ソーシャルエンタープライズロンドン（Social 

Enterprise London）は、英国で最初のソーシャルビジネス支援団体である。メンバー

シップ制をとっており、2065 団体が参加している。活動内容は、個別のソーシャルビ

ジネス支援のほか、ソーシャルビジネスが発展できるように政府に対してロビー活動

も行っている。ソーシャルビジネス向けニュースジャーナルなどの発行や、ソーシャ

ルビジネスの研究活動、さらには、クロアチア、グルジア、ベトナム、韓国、豪州でも

ソーシャルビジネスの立ち上げを行っている。ソーシャルエンタープライズロンドン自

身も、ソーシャルビジネスとして、収入の 3 分の 1 はコンサルタント業務で得ている。 

「新しい公共」の所管は内閣府であるが、日本では既に経済産業省が主導し、政

府、ソーシャルビジネス事業者、企業セクター（経済団体）、学識者・専門家、地域代

表者、ソーシャルビジネス支援組織をつなげた「ソーシャルビジネス推進イニシアテ

ィブ」が結成されている。地域には、「ソーシャルビジネス推進協議会」も結成されて

いる。経済同友会でも、発足時よりその活動に参画してきた。行政の縦割りを超えて、

施策の迅速性や効率性のためには、既存のネットワークを最大限活用したソーシャ

ルビジネスの推進が望ましい。 

 

ソーシャルビジネス推進イニシアティブの開催について 

平成 20 年 12 月 

経済産業省 地域経済産業Ｇ 

１．趣旨 

我が国においては、少子高齢化や環境など様々な社会的な課題をビジネスとして事業性を

確保しながら自ら解決しようとする活動（ソーシャルビジネス（ＳＢ）／コミュニティビジネス（ＣＢ））

が注目されつつあり、新たな産業・雇用を創出し、地域及び社会・経済全体の活性化の担い手

として、その役割が大きく期待されている。しかし、一部に草分け的なＳＢ／ＣＢが事業活動を行

っているものの、社会的認知度は低く、地域住民、金融機関、企業等から十分な理解や支援を

得られていないことが、ＳＢ／ＣＢが生まれ、育つための土壌の創出を阻害する一因となっている

のが現状である。 

                                                   
30 経済産業省 2007 年 12 月 10 日第４回ソーシャルビジネス研究会資料 
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こうした中で、今後のＳＢ／ＣＢの振興に当たっては、ＳＢ／ＣＢを取り巻く様々な関係者が、Ｓ

Ｂ／ＣＢについて意見交換や交流を進め、相互に連携し、ネットワークを作るきっかけを与えるよ

うな「場」を設定することは、国の重要な役割であることが、「ソーシャルビジネス研究会報告書

（平成 20 年４月）」において提言された。 

そこで、経済産業省では、地域ブロック毎に、ＳＢ／ＣＢを取り巻く様々な関係者が参加し、活

発な意見交換や交流等を進めることによって、ＳＢ／ＣＢ及びその支援者ともに、それぞれにメリ

ットを得られるような「場（地域ＣＢ／ＳＢ推進協議会）」の設定を本年度から進めている。 

また、このような地域毎の協議会との連携を取りつつ、共通課題を実質的に検討する場とし

て、また全国的にＳＢ／ＣＢと国・地方自治体、金融機関、企業のＣＳＲ部門等の他の関連セクタ

ーと有機的な連携及び全国規模での広報等といった役割を担う場として、全国規模の組織につ

いても構築されることが有益であることが同報告書に示されているが、設立に向けては全国規模

での求心力を持った有機的な連携を機能させつつ、組織の持続的な運営を可能とするためにも

民間主導によるものが望ましいと考えられる。 

そのため、我が国におけるＳＢ／ＣＢの振興を図り、もって地域経済の活性化へと導くべく、全

国の地域ＣＢ／ＳＢ推進協議会との連絡連携を図りつつ、我が国におけるＳＢ／ＣＢの広報啓発

事業等を企画・立案・実施するとともに、ＳＢ／ＣＢ関係者が協力して行う全国規模での活動等の

あり方の検討・提言を行う場として、ＳＢ／ＣＢ事業者や有識者等からなる「ソーシャルビジネス推

進イニシアティブ」を開催する。 

（出所） 経済産業省ＨＰ 

 

（出所） 経済産業省ＨＰ 
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（４）ソーシャルビジネスに対する人材育成と雇用 

提言：ソーシャルビジネスに、能力のある人材が向かっていく環境が整備されなけれ

ばならない。 

ソーシャルビジネスの経営は、事業性の他に、社会性・革新性も求められる。そう

いう意味で、企業とは違った経営の困難さがあるであろう。海外では、ハーバードビ

ジネススクールや、オックスフォード大学サイードビジネススクールなど世界の主要な

大学でソーシャルビジネスについてのカリキュラムが多数あり、実践的な教育が行わ

れている。日本でも、ソーシャルビジネスの経営者教育にもっと注力していくべきで

ある。 

ハーバードビジネススクールでは、ＭＢＡのセカンドイヤーで、選択科目として多

数の社会的企業やソーシャルアントレプレナーのカリキュラムが用意されている。ま

た社会的企業クラブがあり約 300 名の学生が所属している。さらに毎年 3 月にケネ

ディスクールと共催で、ソーシャルエンタープライズコンフェレンスが開かれ、世界中

から約 1000 人の社会起業家が参加している。 

またオックスフォード大学のサイードビジネススクールのＭＢＡコースには 5 名の起

業して間もない社会起業家が招かれ、事業と学業を両立し、学んだ事を活用して事

業の発展に役立てている。さらにスコールセンターアソシエイトプログラムがあり、17

名の社会起業家をめざす人達に参加してもらい、彼らのアイデアを発展させ、卒業

後それぞれの地域で社会的活動を行っている。年に一回ハーバードと同じく、春に

スコールワールドフォーラムを開催、約 1000 人のソーシャルビジネス関係者が集まり、

ハブを形成している。 

急拡大するソーシャルビジネスへの円滑な人材供給には、民間企業や行政で働

いている人、また若い新卒が流入することも大切である。しかし未だ終身雇用を前提

にした日本の硬直的な雇用制度が、道を阻んでいる。雇用の流動性を高め、志のあ

る優秀な人材がソーシャルビジネスに転職できる環境を整えるべきである。 

日本人には、我慢して尽くす方がより美しいという感覚があり、社会貢献をする人

には赤貧を望みがちな価値観が存在する。しかしこれは転換すべきであり、逆に言

えば、本人が物心ともに豊かでなくして、他人を幸福にできるであろうか。その意味

で、ソーシャルビジネスの経営は、企業とは別の難しさがある。仕事に見合った報酬

が支払われなければならない。しかしながら現実は、あまりの低賃金のため、生活の

ため、志に反してソーシャルビジネスから離れざるを得ない人も多い。スタッフが定

着し、安心して働くことができる程度の報酬が払えるような経営にしていくべきである。

多くの人がソーシャルビジネスを目指したくなるようなインセンティブも必要である。 
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22.1%

300～500
万円未満
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500万円以上

2.4%

NPO常勤スタッフの給与構成（年間）

平均 1,663千円

 
（出所） 独立行政法人経済産業研究所・株式会社サーベイリサーチセンター 『平成 18 年度「NPO 法人の活

動に関する調査研究（NPO 法人調査）」』2007 年 3 月 

 

（５）企業ＣＳＲとソーシャルビジネスの協働関係の推進 

提言：企業とソーシャルビジネスは、協働して社会的課題の解決にあたらなければ

ならない。 

企業ＣＳＲについては、経済同友会による 1956 年「経営者の社会的責任の自覚と

実践」が嚆矢となり、木川田一隆代表幹事の「企業の社会的責任論」などによって、

徐々に日本企業にも浸透してきた。2003 年には、第 15 回企業白書『市場の進化と

社会的責任経営』により、その年が日本における“ＣＳＲ元年”となった。これ以降、Ｃ

ＳＲ活動は日本企業の間でも燎原の火の如く拡がってきた。 

企業ＣＳＲと NPO の関係では、昔は慈善による寄付支援が中心であったが、ソー

シャルビジネスの台頭によって、その関係は変化した。企業にとって、NPO はステー

クホルダーの一つとなり、現在では双方にとって、WIN-WIN の関係が求められてい

る。企業側にとっては、NPO の専門能力・ノウハウの獲得、コミュニティニーズの把握、

第三者による企業ガバナンスの強化などのメリットがある。またソーシャルビジネスに

とっても、経営ノウハウの獲得や、活動基盤強化、社会的影響力の拡大などのメリッ

トがある。 

ジェド・エマソン氏の BVP でも先述したとおり、究極的には企業とソーシャルビジ

ネスの違いは、相対的なものであり、「進化した市場」の中で、その境目は曖昧にな
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り、両者は徐々に近づいてきている。企業の CSR においても、本業と関係ない分野

に利益を提供するのでなく、ソーシャルマーケティングやフェアトレード、ＣＳＲ調達

などのように、本業の取組の中での社会的責任への取り組みが進められてきた。 

2010 年秋には、ISO26000 が制定される予定である。これは、企業やソーシャルビ

ジネスを問わず、政治団体や労働組合そして消費者団体等総ての組織が社会的責

任を問われているということを意味する。企業が社会性を問われ、ソーシャルビジネ

スに近づいてきているということも同根であろう。企業も、いままでよりもさらに力を込

めてＣＳＲに取り組んでいかざるを得ない。企業とソーシャルビジネスの協働関係が

構築されることで、社会的課題の解決がさらに促進されていくことは間違いない。 

 

企業と NPO の協働事例 

   －デンソ－＋アジア車椅子交流センター（車いす製造） 
   －札幌通運＋車いすの会（車いす運送など） 
   －三菱東京 UFJ 銀行＋ジャパンプラットフォーム（災害時義捐金無料振込口座）

    －横川電気＋プロジェクト HOPE ジャパン（医療援助） 
    －セコム、オムロンほか＋JAHDA 人道目的の地雷除去支援の会（途上国での地

雷除去活動） 
   －NEC＋アサザ基金（霞ヶ浦自然再生事業、環境モニタリング） 
   －NEC＋NPO 環境文明 21（環境報告書作成、環境に関するｅ－ラーニングシ

ステム開発） 
    －三菱 UFJ 証券、清水建設等＋バルディーズ研究会（環境、持続可能性社会等

に関する研究） 
    －家電メーカー＋GP（ノンフロン冷蔵庫開発）  

（出所） 2007 年 11 月 30 日大阪大学 山内直人教授の経済同友会講演資料 

 

（６）ソーシャルビジネス経営者の高い志とガバナンスの構築 

提言：ソーシャルビジネスの経営者は、強い気概と独立心を持って、ミッションとする

社会的課題の解決とともに事業の継続性を図らねばならない。さらに、社会か

ら信頼されるソーシャルビジネスになるためには、自らガバナンスを構築し、第

三者評価に耐えうるものにしなければならない。 

ソーシャルビジネスの経営者には、強い気概と独立心がなければ、その事業性・

社会性・革新性を担い続けることはできない。さらに、効率的な組織運営のためには、

企業経営と同じように、社会的使命や経営理念などの明確化が必要である。ドラッカ
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ーは、これを、使命、顧客、顧客の価値、成果、計画31と整理している。特に気をつ

けるべきは、社会に貢献しているからといって、経営者やスタッフに甘えがあっては

ならないということである。行政の単なる下請けとなるのではなく、自立したソーシャ

ルビジネスとして、顧客に向けた競争に立ち向かっていかなければならない。 

ソーシャルビジネスには、未だ胡散臭いなどという見方をする人も多く存在する。

これらは一部の悪徳事業者に起因するものであろうが、ソーシャルビジネス自らが、

この汚名を返上するために、自ら襟を正して、真摯に取り組むことにより、社会的評

価を勝ち取るしか方法はない。このような誤解を払拭するためにも、ソーシャルビジ

ネス自らが積極的な情報公開を行っていかなければならない。また、コンプライアン

スや内部統制が大事であることも言うまでもない。社会的に重要な価値を担っている

からこそ、安易に放り出すことは許されず、ゴーイングコンサーンが求められているこ

とも忘れてはならない。 

第三者による評価制度も重要である。社会性に関する評価は困難ではあるが、評

価手法としては、既にソーシャルビジネス推進イニシアティブからも報告書がだされ

ている。また別に、社会的投資収益率（ＳＲＯＩ ソーシャル・リターン・オン・インベスト

メント）という指標も提唱されている。ソーシャルビジネスも自己評価にこれらの手法

を活用し、ガバナンス体制と連動させることより、自らの価値向上につなげて欲しい。 

 

ソーシャルビジネスの評価項目 

①社会的貢献 

a)社会問題がどれだけ解決されているか 

b)ステークホルダーの要求、要請にどこまで応えているか 

②事業体のビジネスモデルの有効性 

a)ゴーイングコンサーンとしての持続可能性 

収入、支出、キャシュフロー、利益、リターン、etc. 

b)ヒト、モノ、カネの集合体としての仕組み 

組織、人事、経理、システム、etc. 

c)社会貢献の効率性  アウトプット / インプット 

d)イノベーションのレベル 

ミッション、経営戦略、ビジネスプラン、etc. 

e)人材の厚み、 

f)支援組織、団体の厚み、質 

③組織としてのガバナンス体制 

a)ミッション、方針、戦略、方策とその執行体制 

b)監査・監視体制の有無 

c)情報公開 

 

                                                   
31 ドラッカー『非営利組織の成果重視マネジメント』ダイヤモンド社 2000 年 
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（７）ソーシャルファンドの育成の必要性 

提言：ソーシャルビジネスに資金を供給するため、ソーシャルファンドを育成するべ

きである。 

ソーシャルビジネスには、起業資金も運転資金も集まりにくいという恒常的な資金

不足の実態がある。既存の融資制度32がないわけではないが、ソーシャルビジネス

の社会性、事業性、革新性を正しく評価し、ファイナンスするのは、旧来の金融機関

では困難であり、社会性に目覚めた個人に支えられるソーシャルファンドを育成して

いく必要がある。日本においても、そのようなファンド（「共有の森」ファンド33、「ワクチ

ン債34」、自然エネルギー市民ファンド35など）が立ちあげられている。また未だ小規

模ではあるが、既に NPO バンク36などが活躍し始めている。 

またこれらのソーシャルファンドや NPO バンク自体が、一つのソーシャルビジネス

でもある。「進化した市場」において、社会性を持った個人の金融資産に向けて競争

することが、市場そのものを大きく発展させていくであろう。 

但し、ファンドはあくまで「器」であり、社会的意義を理解する出資者の必要性も忘

れてはならない。貧困問題解決を目指す米国のアキュメンファンド（Acumen Fund）

では、「辛抱強い資本」（patient capital）を提唱しており、その特徴は、長期投資、大

きなリスク許容度、社会的リターン重視などである。ソーシャルビジネスに資本を供給

するためには、これら出資者の育成も、解決すべき課題であろう。 

                                                   
32 日本政策金融公庫「社会貢献型事業関連にかかる融資制度」など。 
33 株式会社トビムシによる。 
34 MUFG、SB 証券、大和証券等による。 
35 NPO 法人北海道グリーンファンドによる。 
36 政府は６月 18 日の改正貸金業法の完全施行に合わせ、多重債務者向けの安全網を拡充させる。非営利組織

（ＮＰＯ）が運営する「ＮＰＯバンク」の融資を総量規制の対象から除外するほか、公的融資制度の使い勝手をよくす

る。多重債務者が生活費を確保できなくなるといった混乱が生じないように配慮する。 

 金融庁は 26 日、完全施行に伴う激変緩和措置を盛り込んだ内閣府令の改正案を公表した。完全施行後は融資

の上限金利が 20％に引き下げられることに加え、借入残高が年収の３分の１を超えると新規借り入れができなくなる

総量規制が導入される。このため利用者の間では混乱を懸念する声が根強く、緩和措置が必要だと判断した。 

 ＮＰＯバンクは市民らから出資金を集め、環境や福祉、地域貢献などの活動を展開する事業者や個人に融資す

るほか、生活困窮者向けの貸付事業も手がける。非営利目的で運営する団体が多いが、法的に貸金業者になるた

め、消費者金融などと同様の規制が適用されることになる。ＮＰＯバンクの融資については(1)非営利で貸し出し目

的に公益性がある(2)低金利（年 7.5％以下）(3)融資実行後も借り手の状況を定期的に把握し、助言する――など

一定の要件を満たすことを条件に、総量規制の適用対象から外す。 

 政府はＮＰＯバンクの活用・育成が鳩山内閣が掲げる「新しい公共」の理念に合致するとみている。全国ＮＰＯバ

ンク連絡会に所属する団体は昨年３月末時点で 12 団体、融資残高も約２億円にとどまるが、今回の緩和措置が融

資拡大につながる可能性もある。（2010 年 4 月 27 日 日本経済新聞） 
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（備考） 1. Eurosif ウェブサイト、SIF（2008）、SIF-Japan「純資産残高とファンド本数推移」により集計。 

2. ファンド本数には、資産総額が未公開のものを含む。 

3. 純資産総額についてはアメリカは 2007 年末現在、ヨーロッパは 2008 年４－6 月期、日本は 2008 年

6 月末現在のもの。 

4. ブルームバーグにより現地通貨を円換算。アメリカは 2007 年末時点、ヨーロッパは各国の 2008 年 4

－6 月期平均。 

（出所） 平成 20 年版 国民生活白書 
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４．経済同友会のソーシャルビジネス支援宣言 

これまで、７つの提言を行ってきたが、我々公益社団法人経済同友会自身も、非

営利の提言実践組織である。これまでの提言は、我々自身の活動にもあてはまると

言える。我々も次の三つのレベルにておいて、より良い経済社会の実現、国民生活

の充実のための諸課題に率先して取り組んでいく。 

■まず、経済同友会に所属する会員自身が、社会に貢献する意志を持

って、ソーシャルビジネスの支援活動に取り組む。 

■さらに、自らが経営する企業において、ＣＳＲ活動を通してソーシャル

ビジネスを支援していく。 

■最後に、公益社団法人経済同友会も、市民セクターの一員として、こ

れまで同様アドボカシーを続けていくとともに、ソーシャルビジネスに

対する支援組織の可能性を追求し、次のステップに向け、フィージビ

リティスタディを始めることとする。 

 

５．市民社会の曙光、未来に向かって 

ポスト産業資本主義においては、モノの充足よりもココロの充足が求められている。

ココロの充足の大切な一部をなすのが、人々をつなぐ公共の意識であろう。そういう

意味でも、市民セクターの役割が重要になっている。「新しい公共」宣言では、「居場

所と出番」という表現がある。本提言では、「進化した市場」との関係から、主にソー

シャルビジネスのアウトプットに注目してきた。しかし、社会を構成する一人ひとりが、

ソーシャルビジネスに何らかの形で携わることによって、その人自身の幸せの実感

へと繋がっていくことは容易に想像できる。この計測できない付加価値こそが、ソー

シャルビジネスによる社会変革のもう一つの大きな成果となるであろう。 

モノの充足の反面、社会的課題は、未だ無数に転がっている。未だ手つかずの

ブルーオーシャンが無限に広がっているともいえる。これまでは、手をこまねくしかな

かったが、ソーシャルビジネスがイノベーションによって切り拓いていくことで、大きく

成長していくことも期待できる。無償労働に多くを依存する慈善型 NPO でなく、適正

な価値で取引するソーシャルビジネスが発展することによって、結果として日本の経

済成長を促すことにもつながっていく。 
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最後に、総てのキーである「市場の進化」を促す日本国民の意識の変化について、

確認すると、着実に変化しつつあることが見て取れる。「市場の進化」をキーとし、政

府、企業、市民セクターが３本の柱となって共に発展していく、それこそが我々経済

同友会が理想とする「この国のかたち」である。 
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（備考） 1. 内閣府「社会意識に関する世論調査」により作成。 

2. 「あなたは、日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っていますか。それとも、あ

まりそのようなことは考えていませんか。」という問に対し、回答した人の割合。 

3． 回答者は、全国 20 歳以上の者。 

（出所） 平成 20 年版 国民生活白書 
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(備考) 1.  内閣府「国民生活選好度調査」により作成。 

2. 「今後、日本人は、個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだと思うか、それとも、国民全体

の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだと思うか。」との問に対し、回答した人の割合。 

3. 回答者は、全国の 20 歳以上の者。 

（出所） 平成 20 年版 国民生活白書 
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おわりに 

今、２つの新しいコンセプトが政治の場で議論されている。ひとつはブータンに始ま

った国民総幸福（ＧＮＨ）の考え方、もうひとつは鳩山前内閣が始めた「新しい公共」に

ついての議論である。 

これらの 2 つの概念は日本の今後の市民社会のあり方とその育成について、基本

的な方向を与えるものとなると考える。国民総幸福（ＧＮＨ）の概念はもちろん国民総

生産（ＧＮＰ）に取って代わるものではないが、その数値化による政策上の活用により、

ＧＮＰを補完する大切な要素となるであろう。何故ならば経済の究極の目的はお金そ

のものではなく、人々の幸福だからである。 

また新しい公共という概念は日本の市民社会の発展につき、大変重要な政策となる

であろう。いま議論されている新しい公共という概念は、市民社会全体を包含する大変

広い概念であるが、我々は経済同友会の提言として、この「新しい公共」の中で、市場

の力を使った「ソーシャルビジネス」の育成に焦点を当てた。ソーシャルビジネスを育

成する環境、法制度、税体系の整備が必要である。これらの議論はまだ始まったばか

りであり、今は百家争鳴の感がある。まだしばらくいろいろな議論がなされるであろう事

を予想し、経済同友会としてはあえて詳細論に立ち入らず、方向性を示す事とした。 

さらに、ソーシャルビジネスを問うことは、資本主義の中における企業のあり方そのも

のを問うこと、つまりＣＳＲそのものを問うことにもつながると考える。我々としては、本提

言が日本の企業ＣＳＲのあるべき姿につき、考えるひとつの契機となることを期待する。

またその事は、とりもなおさず、社会を構成しているすべての組織主体の社会に対す

る責任を問うことにもつながる。このような意味において、社会に対する責任の考え方

は、国民総幸福（ＧＮＨ）と同じく、市民社会のあり方を問うための大切な概念であると

考える。 

本提言が少しでもこれらの議論の端緒になれば幸いである。日本の市民社会が一

日も早く健全に醸成されることを望む。 
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第 二 部 
 

2007～2009 年度 NPO・社会起業推進委員会 活動記録 
 

＜2007 年度＞ 

 

〔第１回正副委員長会議〕 

日  時：2007 年 7月２日（月）10：00～11：30 

議  題：今年度の活動方針（活動計画案）等について 

 

〔第１回委員会〕 

日  時：2007 年 7月 17 日（火）15：30～17：00 

議  題：今年度の活動方針（活動計画案）等について 

 

〔第２回委員会〕 

日  時：2007 年 9月 7日（金）10：00～11：30 

議  題：「ソーシャル･エンタープライズ（社会的企業）の概念・事例・今後の課題」 

講  師：一橋大学大学院商学研究科教授 谷本寛治 氏 

 

〔第３回委員会〕 

日  時：2007 年 10 月 5日（金）10：00～11：30 

議  題：「非営利セクターにおけるリーダー・経営者・起業家の人材育成活動」「行政・ 

企業・非営利セクターの協力・連係活動」「非営利セクターにおけるソーシャル･ 

エンタープライズ（社会的企業）の事例紹介」 

講  師：特定非営利活動法人エティック（ＥＴＩＣ） 代表理事 宮城治男 氏 

 

〔第２回正副委員長会議〕 

日  時：2007 年 11 月 30 日（金）9：30～10：30 

議  題：今後の委員会活動について 

 

〔第４回委員会〕 

日  時：2007 年 11 月 30 日（金）10：30～12：00 

議  題：「今後の NPO と企業連携（CSR）の課題と可能性」 

講  師：大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 山内直人 氏 

 

〔第５回委員会〕 

日  時：2007 年 12 月 19 日（水）14：00～15：30 

議  題：「NEC の取り組みに見る今後の NPO と企業連携（CSR）課題と可能性―『NEC 学生 

NPO 起業塾』・『NEC 社会起業塾』での事例を通じて」 

講  師：NEC・CSR 推進本部 CS 推進部長兼 CSR 推進室長、社会貢献室長 鈴木 均 氏 
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〔第６回委員会〕 

日  時：2008 年 2月 1日（金）13：30～15：00 

議  題：NPO・社会的企業とファンドとの協力連携－SEEDCap Japan 

（社会起業家育成支援プログラム）の事例を通じて 

講  師：シブサワ・アンド・カンパニー代表取締役  渋澤 健 氏 

（NPO・社会起業推進委員会副委員長） 

 

〔第７回委員会〕 

日  時：2008 年 3月 21 日（金）10：00～11：30 

議  題：「ハーバード大学社会企業大会（SOCIAL ENTERPRISE CONFERENCE 2008）の概要

報告」 

講  師：フォレスト・プラクティス代表 田辺 大 氏 

 

 

＜2008 年度＞ 

 

〔第 1回正副委員長会議〕 

日  時：2008 年 6月 11 日（水）15：00～16：00 

議  題：今年度の運営方針等について 

 

〔第 1回会合〕 

日  時：2008 年 7月 7日（月） 10：00～12：00 

議題①：講演：「日本における NPO・社会起業家の現状と課題」 

講  師：NPO 法人パブリックリソースセンター事務局長 岸本幸子 氏 

議題②：本年度の委員会の運営について 

 

〔第 2回会合〕 

日  時：2008 年 7月 25 日（金）15：30～17：00 

議  題：「世界のチェンジメーカー（社会起業家）たち」 

講  師：写真家・「チェンジメーカーⅠ＆Ⅱ」著者 渡邊奈々 氏 

 

〔第 3回会合〕 

日  時：2008 年 9月 2日（火） 10：00～11：30 

議  題：ソーシャル・アントレプレナーシップとソーシャル・イノベーション 

－経産省「ソーシャルビジネス研究会」報告書を踏まえて 

講  師：一橋大学大学院商学研究科教授、経済産業省「ソーシャルビジネス研究会」 

座長 谷本寛治 氏 
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〔第 4回会合〕 

日  時：2008 年 10 月 6日（月）14：30～16：00 

議  題：「社会起業家の育成：国際的社会起業家養成プログラムの目指すもの」 

講  師：東京工業大学社会工学専攻ノンプロフィットマネジメントコース特任教授 

渡辺 孝 氏 

 

〔第 2回正副委員長会議〕 

日  時：2008 年 11 月 12 日（水）15：00～16：30 

議  題：今年度の運営(海外視察)等について 

 

〔第 5回会合〕 

日  時：2008 年 11 月 25 日（火）15：00～16：30 

議  題：「ソーシャルインクルージョンと社会的企業の役割～私の行政経験と社会的活動 

から」 

講  師：社会福祉法人恩賜財団済生会理事長、元環境省事務次官 炭谷 茂 氏 

 

〔シンポジウム・見本市〕 

日  時：2008 年 12 月 2日（火）14：00～18：00 

テーマ：「ソーシャル･エンタープライズ（社会的企業）と事業型 NPO：自立・成長・発展 

への課題、企業との連携を考える」 

■第 1部：シンポジウム：14：00～16：00 

〔パネリスト〕 

・金子郁容 慶應義塾大学大学院 政策･ﾒﾃﾞｨｱ研究科委員長･教授 兼 総合政策学部教授 

・駒崎弘樹 NPO 法人フローレンス 代表理事 

・佐野章二 有限会社ビッグイシュー日本 代表 

・胤森なお子 ピープル・ツリー（フェアトレードカンパニー株式会社）常務取締役 

・濱口敏行 経済同友会「NPO・社会起業推進委員会」委員長（ヒゲタ醤油 取締役社長） 

〔モデレーター〕 

・岸本幸子 NPO 法人パブリックリソースセンター 事務局長 

■第 2部：NPO・社会的企業 見本市（メッセ）：16：00～18：00 

42 団体がブースを出展し、それぞれのユニークな活動内容を紹介 

 

〔米国ミッション〕 

日  時：2009 年 2月 26 日（木）～3 月 4 日（水） 

詳細は「米国ミッション報告（要旨）」参照 

 

〔第６回会合〕 

日  時：2009 年 4月 10 日（金）14：00～16：00 

議  題：「グローバルな人権課題と NPO/NGO の役割」 

講  師：ヒューマン・ライツ・ウォッチ 最高責任者 ケネス・ロス 氏 
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＜2009 年度＞ 

 

〔第 1回正副委員長会議〕 

日  時：2009 年 6月 10 日（水）14：30～16：00 

議題①：2007・2008 年度 活動報告書について 

議題②：2009 年度の活動方針等について 

 

〔第 1回会合〕 

日  時：2009 年 7月 24 日（金）14：30～16：30 

議題①：今年度の委員会運営について 

議題②：講演：「21世紀社会デザインのなかでのソーシャルビジネス（社会的企業） 

－新しい公共のあり方と市民社会－」 

講  師：立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科教授、社会デザイン研究所副所長、 

ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ座長 中村陽一 氏 

 

〔第 2回会合〕 

日  時：2009 年 9月 24 日（木）10：00～11：30 

議  題：「社会的企業とはなにか、―ﾖｰﾛｯﾊﾟ型を中心に。英国型、ｱﾒﾘｶ型との違い」 

講  師：非営利・協同総合研究所いのちとくらし主任研究員、都留文科大学非常勤講師 

石塚秀雄 氏 

 

〔第 3回会合〕 

日  時：2009 年 10 月 30 日（金）14：00～15：30 

議  題：「社会イノベーションと社会起業～日本の社会起業と新たな資本主義を 

つなげるために」 

講  師：慶応義塾大学総合政策学部専任講師 井上英之 氏 

 

〔第 4回会合〕 

日  時：2009 年 11 月 24 日（火）16：00～17：30 

議  題：「英国における非営利セクターの育成策について－労働党政権のパートナー 

シップ政策を中心に」 

講  師：明治大学経営学部教授 塚本一郎 氏 

 

〔第 5回会合〕 

日  時：2009 年 12 月 18 日（金）15：00～16：30 

議  題：「大きな市場から大きな社会へ向けて」 

講  師： 東京大学名誉教授、関西学院大学教授 神野直彦 氏 

 

〔第 2回正副委員長会議〕 

日  時：2009 年 12 月 18 日（金）16：30～17：30  

議  題：NPO シンポジウム＆メッセ、英国ミッション、提言の方向性について 
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〔シンポジウム・見本市〕 

日  時：2010 年 1月 20 日（水）14:00～17:30 

テーマ：「21 世紀の社会変革（ソーシアル・イノベーション） 

－新しい市民社会の構築にむけて、“Everyone A Changemaker”－」 

■第 1部：シンポジウム：14：00～16：30 

〔基調講演〕 

・田坂 広志 シンクタンク・ソフィアバンク代表 

〔パネリスト〕 

・田坂 広志 シンクタンク・ソフィアバンク代表 

・関  正雄 株式会社損害保険ジャパン 理事 ＣＳＲ統括部長 

・竹田 義信 アサヒビール株式会社 理事 社会環境推進部長 

・日野 公三 株式会社アットマーク・ラーニング 代表取締役 

・川添 高志 ケアプロ株式会社 代表取締役 

[モデレーター] 

・岸本 幸子 パブリックリソースセンター事務局長・理事 

■第 2部：NPO・社会的企業 見本市（メッセ）：16：30～17：30 

45 団体がブースを出展し、それぞれのユニークな活動内容を紹介。 

ホール後方のミニステージにて、10 団体がプレゼンテーション実施。 

 

〔第 6回会合〕 

日  時：2010 年 3月 2日（火）15：00～16：30 

議  題：「子供の教育が世界を変える World Change Starts with Educated Children」 

講  師：ルーム・トゥ・リード 創設者 兼 会長 ジョン・ウッド 氏 

 

〔英国ミッション〕 

日  時：2010 年 3月 7日（日）～13 日（土） 

詳細は「英国ミッション報告（要旨）」参照 

 

〔第 7回会合〕 

日  時：2010 年 5月 13 日（木）14:00～15:30 

議  題：提言骨子案について 

 

〔第 3回正副委員長会議〕 

日  時：2010 年 5月 13 日（木）15:30～16:00 

議  題：提言骨子案について 

 

〔第 8回会合〕 

日  時：2010 年 5月 24 日（月）14:00～15:30 

議  題：提言案について 
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＜経済同友会内での啓発活動＞ 

 

●2008 年 10 月 3 日（金）幹事懇談会： 

濱口委員長報告「事業型 NPO と社会的企業について」 

 

●2009 年 5 月 13 日（水）産業懇談会「第 2水曜グループ」： 

濱口委員長報告「事業型 NPO と社会的企業について」 

 

●2009 年 6 月 19 日（金）幹事会： 

濱口委員長報告「NPO・社会起業推進委員会 2007・2008 年度 活動報告書」 

印刷し経済同友会の全会員に配布 

 

●2010 年 4 月 15 日（木）全国経済同友会セミナー 第一分科会： 

濱口委員長報告「日本の“国民総幸福”（Gross National Happiness） 

～持続可能な成長への必要条件」 

 



- 38 - 

米国ミッション報告（要旨） (「経済同友」2009 年 4 月号より) 
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英国ミッション報告（要旨） (「経済同友」2010 年 5 月号より) 
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2010 年 5月 25 日 現在 

2009 年度 NPO・社会起業推進委員会 名簿 
 （敬称略） 

委員長 

 濱 口 敏 行 (ヒゲタ醤油 取締役社長) 

 

副委員長 

 渋 澤   健 (シブサワ・アンド・カンパニー 代表取締役) 

 新 貝 寿 行 (アフラック（ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険）上席常務執行役員) 

 瀨 山 昌 宏 (インターエックス 取締役社長) 

 廣 瀬   修 (サーベラス ジャパン ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ ﾎﾞｰﾄﾞ ｳﾞｧｲｽ ﾁｪｱﾏﾝ) 

 古 橋 和 好 (ムラヤマ 専務取締役) 

 柳   省 三 (柳マネジメントコンサルタンツ 代表取締役) 

 

委員 

 淺 川 一 雄 (ノバルティス ファーマ 取締役) 

 井 上 明 義 (三友システムアプレイザル 代表取締役) 

 植 村 裕 之 (三井住友海上火災保険 常任顧問) 

 江 川 豪 雄 (三菱航空機 取締役社長) 

 大 岡   哲 (リョービ 取締役) 

 大久保 和 孝 (新日本有限責任監査法人 パートナー) 

 大久保 秀 夫 (フォーバル 取締役会長兼社長) 

 大 戸 武 元 (ニチレイ 相談役) 

 梶 田 邦 孝 (全日本空輸 常勤監査役) 

 久 保 信 一 (日本情報通信 取締役副社長) 

 髙 祖 敏 明 (上智学院 理事長) 

 斎 藤 敏 一 (ルネサンス 取締役会長執行役員) 

 佐久間 万 夫 (Ｅパートナー 取締役社長) 

 澤   尚 道 (ビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント 常務取締役) 

 柴 山 哲 治 (ＡＧホールディングズ 代表取締役) 

 鈴 木 登 夫 (日立物流 代表執行役社長兼取締役) 

 住 谷 栄之資 (キッズシティージャパン 取締役社長) 
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 髙 木 勇 樹 (日本ブランド農業事業協同組合（ＪＢＡＣ） 顧問) 

 多 田 幸 雄 (双日総合研究所 取締役社長) 

 千 種 忠 昭 (東京ベイネットワーク 取締役社長) 

 津 川   清 (OFFICE TSUGAWA 代表) 

 寺 澤 則 忠 (三菱地所 顧問) 

 富 田 純 明 (日進レンタカー 取締役会長) 

 中 尾 靖 博 

 野 田 智 義 (アイ・エス・エル 理事長) 

 芳 賀 日登美 (マンパワー・ジャパン 専務執行役員) 

 林   明 夫 (開倫塾 取締役社長) 

 平 田   正 (協和発酵キリン 名誉相談役) 

 廣 瀬 駒 雄 (ディレクトフォース シニアフェロー) 

 藤 崎 清 孝 (オークネット 取締役社長) 

 藤 原 美喜子 (アルファ・アソシエイツ 取締役社長) 

 堀 田 利 子 (ルネサンス 取締役専務執行役員) 

 松 川 昌 義 (日本生産性本部 常務理事) 

 御 立 尚 資 (ボストンコンサルティンググループ 日本代表) 

 森   正 勝 (アクセンチュア 最高顧問) 

 柳 内 光 子 (山一興産 取締役社長) 

 山 崎 伸 治 (シニアコミュニケーション 取締役社長) 

 湯 川 智 子 (ドゥ・クリエーション 取締役社長) 

 吉 村 幸 雄 (シティグループ・ジャパン・ホールディングス 

執行役員 ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪｱｰｽﾞ担当) 

以上 46 名 

 

事務局 

 伊 藤 清 彦 (経済同友会 常務理事) 

 永 井 康 博 (経済同友会 政策調査第二部 マネジャー) 

 


